
新興感染症対策への実効性ある支援について 

 

 

新型コロナウイルス感染症の発生以来、各地方公共団体においては、住民の

安全・安心な生活を守るため、全力で対応にあたってきた。一方、感染症への

対応については「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」

（以下、「感染症法」という。）等において、法制度上の権限や役割等が定めら

れている中で、医療提供体制の確保に係る都道府県・保健所設置市の権限や財

政措置等について課題もあった。 

こうしたことを受け、国においては感染症法が一部改正され、都道府県・保

健所設置市・医療関係者等が平時・非常時における役割分担や連携のあり方を

議論・協議する「連携協議会」の創設や、「予防計画」の策定が規定されるなど、

新興感染症発生時の権限や役割の明確化については、一定の方向性が示されて

いる。 

「予防計画」に定める医療提供体制や検査体制等の数値目標などに基づき、

新興感染症発生時に円滑に機能する仕組みを構築し、都道府県、保健所設置市

等の各主体が役割に応じて平時から適切な対応を実施するとともに、安定的か

つ持続可能な地域の医療提供体制を確保していくためには、財政的な裏付けが

不可欠である。 

国は、医療機関等に対する財政支援などについて方向性を示しているものの、

十分ではない。さらに地方債の特例規定の創設など、地方公共団体の負担につ

いて不明確な点がある。感染症への備えは、地域によって差が生じるべきでは

なく、人口が集中する首都圏において、新興感染症への適切な対応を実施する

ためには、地域の実情に応じて、都道府県や市区町村が独自に実施する取組も

含め、十分な財政措置を講じる等、真に実効的な財政措置とする必要がある。 

ついては、次の事項について要望する。 

 

１ 新興感染症への対応にあたっては、人口が集中する首都圏特有の課題

を踏まえ、迅速な対応が図れるよう、平時から十分かつ柔軟な財政措置

を実施すること。 

 



２ 新興感染症に対応するための財政措置に係る額の決定にあたっては、

地方公共団体や医療機関等の実状や実績に十分配慮した支援とすること。 
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